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インボイス制度への対応                                        令和５年 1 月 23 日 

一般社団法人 Engineering Bridge は、2023 年 10 月から開始されるインボイス制度への対応として、適格請

求書発行事業者の登録申請をしました。会員の皆様の対応状況はいかがでしょうか? 

 いろいろな説明資料が出回っていますが簡単に解説いたします。 

【インボイス制度】 

注意事項①:登録申請手続きの期限は 2023 年 3 月 31 日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意事項②:必要項目が記載された適格請求書（インボイス）がなければ、仕入税額控除の適用を受けられない。 

注意事項③:自社だけでなく、顧客、仕入れ先も対応していなければ仕入れ額控除の適応が受けられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意事項④:登録申請書の処理期間は書面で約 2 か月かかる。e-tax の場合は約 3 週間。 

 

国税庁の HP から 

「適格請求書発行事業者の登録申請マニュアル」 

を参照してください。 

e-tax を既に使用している場合は手順⑱以降を実

施すれば電子申請ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

顧客も 

仕入先も 

対応が 

必要 
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注意事項⑤: 適格請求書の必要項目が記載されていないと仕入税額控除が適用されない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意事項⑥:電子インボイスの保存要件を満たしていないと仕入税額控除が適用されない。 

 
 

→注意事項⑤、⑥に対応するためにはインボイス制度に対応したシステムを導入することが良いと思います。 


